
議会の仕組みと役割

市民が、身近な問題を自分たちの力で解決し、
住みやすい良いまちにすることを地方自治と
いいます。
住みやすい良いまちにするためには、市民

みんなで話し合いをするのが理想ですが、
市民全員が集まることはできません。
そこで、市民が代表者を選んで（選挙）、

その代表者（議員）が話し合いをします。
これが「市議会」です。

そもそも

市議会って

いったい何だろう

下松市議会
議員定数調査特別委員会
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市民と議員と市長の関係

市議会(議員)

市民

市長

選挙で選ぶ
選挙で選ぶ

願いを伝える

市民の声を聞く

予算や条例を提案する

市民のための
仕事をする

市民の要望を伝える

市の仕事を決めたり、
チェックする≪議決機関≫ ≪執行機関≫
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市議会の

役割って

どんなこと

市議会(議員)

≪議決機関≫

市議会の主な役割（仕事）
①市の条例(きまり)を新しく決めたり、見直し
することを決めたりしています。

②市のお金をどのように使うか(予算)を決めた
り、そのお金がどのように使われたか(決算)
を調べます。

③市の仕事がどのように行われているか、市民
の要望にあっているかを調べたりしています。

市民の声反映 重要事項の議決 市政のﾁｪｯｸ
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市議会では

どんな会議が

行われているの

市議会

議決
〈意思決定〉

市長

本会議 ●市長や議員が提出した議案などについて、
質疑、討論、採決などが行われ、ここで
議決されたものが、議会の最終的な意思と
なります。

●市政全般の問題について、市長や執行部の
考えを問いただす、また提言・要望をします。
（一般質問）

委員会
●本会議に提案された議案について、
専門的に効率よく審査を行うため、
委員会に話し合いを頼み（付託 ふたく）
ます。
その結果を本会議に報告し議決の
参考にします。

付託

報告
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市議会の運営

定例会

臨時会

委員会

●年４回（３・６・９・１２月）
定期的に開催

●急いで決めなければならない
案件があった時に開催

議会運営委員会
●議会の運営をスムーズに
行うため、会期の決定や
議会運営、議事の取扱い
等について協議する。

企画総務

建設環境

福祉教育

広報広聴

●専門的な審査・調査、議論を行う。

議会の仕組みと役割

７人 企画財政部、総務部、
地域振興部（地域政策、産業
振興、農林水産業など）等

６人 生活環境部、消防、
建設部、上下水道局

６人（定数7人） 健康福祉部、
こども未来部、教育委員会

６人 市議会の広報広聴
（市議会だより、意見交換会など）



定例会の流れ
委員会
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本会議

開 会

会期決定

議案説明

議案質疑

委員会付託

一般質問

本会議（最終）

案件上程

詳細説明

質 疑

討 論

採 決

委員長報告

報告への質疑

討 論

採 決

●委員会での結論を
本会議におくる。

●市政全般に関する
事柄を市長などに
質問すること。 閉 会

否決 可決



議員の一日（例）

会議のある日

市議会に登庁
控室で資料の準備

９：００

議員の一日

８：３０

１０：００

１２：００

議会運営委員会に出席

本会議に出席

昼食
会派内の打合せ

会議のない日

仕事…自営業、農業、
ｻﾗﾘｰﾏﾝなど

活動（例）
●活動報告の配布
○現地調査

●地域の要望を市役所
担当課に伝える

○市の説明会出席



議員の一日（例）

会議のある日

議員の一日

１３：００

１６：００

１７：００

本会議終了
常任委員会に出席

本会議に出席

帰宅
翌日の議案確認、調査、
質問準備

会議のない日

１９：００

仕事…自営業、農業、
ｻﾗﾘｰﾏﾝなど

活動（例）
●講演会参加

○各種会合出席
●市民からの相談

○資料確認、
活動報告作成 etc


